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第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 本校は，教育基本法及び学校教育法に基づき専修学校教育を行い，救急救命士，

理学療法士、作業療法士及び介護福祉士として必要な知識及び技能を教授し，社会に貢

献できる人材を育成することを目的とする。 

（名 称） 

第２条 本校は，国際医療福祉専門学校七尾校という。 

（位 置） 

第３条 本校の位置を，石川県七尾市藤橋町西部１番地に置く｡ 

（自己点検・評価） 

第４条 本校は，教育の一層の充実を図り，本校の目的及び社会的使命を達成するため，

本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。  

２ 前項の点検及び評価の実施に関する必要な事項は別に定める。 

 

第２章 課程，学科及び修業年限，定員並びに休業日 

（課程，学科，修業年限，定員） 

第５条 本校の課程，学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。 

課 程 名 学 科 名 修業年限 入学定員・学級数 総定員 備 考 

医療専門課程 

救急救命学科 ３ 年 35 名×1 学級 105 名 昼 間 

理学療法学科 ３ 年 35 名×1 学級 105 名 昼 間 

作業療法学科 ３ 年 35 名×1 学級 105 名 昼 間 

教育・社会福祉

専門課程 
介護福祉学科 ２ 年 30 名×１学級 60 名 昼 間 

（学年，学期） 

第６条 本校の学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 専門課程の学期は，次のとおりとする。 

  前期： ４月１日から    ９月３０日まで 

  後期：１０月１日から翌年３月３１日までとする。 

（休業日） 

第７条 本校の休業日は，次のとおりとする。ただし，校長は特に必要があると認めた場

合には休業日を変更することができる。 

（１）土曜日・日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日 

（３）夏季休業    

（４）冬季休業    

（５）春季休業 

２ 前項第３号から第５号までに規定する休業日については，校長が別に定める。    

 

第３章 教育課程，授業時数及び教員組織 

（教育課程，授業時数） 

第８条 本校の教育課程及び授業時数等は，別表第１のとおりとする。 

２ 別表第１に定める授業時数の１単位時間は，４５分とし，卒業までに履修させる授業

時数は,救急救命学科にあっては２５２０時間以上，理学療法学科にあっては３０６０時

間以上，作業療法学科にあっては３０４５時間以上及び介護福祉学科にあっては１８ 

７５時間以上とする。 
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（授業時数の単位数への換算） 

第９条 本校の専門課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては，講義

にあっては１５時間から３０時間をもって１単位，演習にあっては３０時間をもって１

単位，セミナー及び実習にあっては４５時間をもって１単位とする。 

（成績評価） 

第 10 条 授業科目の成績評価は，学年末において，各学期末に行う試験，実習の成果，履

修状況等を総合的に勘案して行う。ただし，出席時数が授業時数の３分の２（実習にお

いては５分の４）に達しない者は，その科目については評価を受けることができない。 

（他の専修学校等における授業科目の履修） 

第 11 条 他の専修学校，大学等において別表第２に定める科目を履修した場合には，各学

科の履修に必要な総授業時数の 4 分の 1 を超えない範囲で，当該学科における授業科目

の履修とみなす。 

（始業及び終業） 

第 12 条 本校の始業及び終業の時刻は，次のとおりとする。 

課 程 名 学 科 名 昼夜別 始業時刻 終業時刻 曜 日 

医療専門課程 

救 急 救 命 学 科 昼 間 8 時 50 分 17 時 40 分 月～金 

理 学 療 法 学 科 昼 間 8 時 50 分 17 時 40 分 月～金 

作 業 療 法 学 科 昼 間 8 時 50 分 17 時 40 分 月～金 

教育・社会福祉 

専門課程 
介 護 福 祉 学 科 昼 間 8 時 50 分 17 時 40 分 月～金 

ただし，授業時刻及び曜日について校長が必要あると認めた場合には，これを変更す

ることができる。 

（教職員組織） 

第 13 条 本校に次の教職員を置く。 

（1）校 長 １名 

（2）教 員  

課 程 名 学  科  名 専任教員 

医療専門課程 

救急救命学科 ３名以上 

理学療法学科 ６名以上 

作業療法学科 ６名以上 

教育・社会福祉 

専門課程 
介護福祉学科 ３名以上 

（3）事務職員 ２名以上 

（4）学校医  １名（兼任） 

２ 校長は，校務を司り，所属職員を監督する。 

 

第４章 入学，休学，退学及び卒業 

（入学資格） 

第 14 条 本校の入学資格は，次のとおりとする。 

（救急救命学科・理学療法学科・作業療法学科・介護福祉学科） 

（1）学校教育法第９０条第１項の規定により，大学に入学することができる者 

（2）文部科学大臣の定めるところにより，これに準ずる学力があると認められる者 

ア 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により，

これに相当する学校教育を修了した者も含む。） 

イ 外国において，第１号及び第２号アと同等と認められる者 
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ウ 文部科学大臣の指定した者 

エ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者    

オ 修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者 

カ その他本校において，高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者 

（入学の時期） 

第 15 条 本校の入学時期は，学年の始めとする。ただし，再入学，転入学及び編入学につ

いては，学期の始めとすることができる。 

（入学手続） 

第 16 条 本校の入学手続は，次のとおりとする。 

（1）本校に入学しようとする者は，本校の定める入学願書に必要事項を記入して第２７条

に定める入学検定料及び必要書類を添えて，指定期日までに出願しなければならない。 

（2）前号の手続を終了した者に対して入学試験を行い，入学者を決定する。 

（3）本校に入学を許可された者は，入学許可の日から所定期間内に第２７条の入学金を添

え，手続をとらなければならない。 

（再入学，転入学，編入学） 

第 17 条 本校への再入学，転入学及び編入学を希望する者がある場合は，学習の進展が同

程度であり，かつ，やむを得ない事情があると校長が認めた場合には，選考の上，許可

することができる。 

２ 前項の，再入学，転入学及び編入学に関する事項は，別に定める。 

（転学科） 

第18条 他学科に転ずることを願い出た者がある場合は，校長が必要と認めた場合には，選   

考の上，許可することができる。 

２ その他転学科に関する事項は別に定める。 

（休学・復学） 

第 19 条 疾病，その他やむを得ない事由によって，引き続き３ヶ月以上修学することがで

きない者は，校長の許可を得て休学することができる。 

２ 前項の者が復学しようとする場合には，校長の許可を得なければならない。 

（退 学） 

第 20 条 退学しようとする者は，その事由を付して，校長の許可を得なければならない。 

（課程修了の認定） 

第 21条 第 10条に定める授業科目の成績評価に基づいて，校長は課程修了の認定を行う。 

２ 所定の修業年限以上在学し，課程を修了したと認められる者には卒業証書を授与する。 

（称号の授与） 

第 22 条 前条の規定により，医療専門課程救急救命学科，理学療法学科及び作業療法学科

を修了した者には，専門士（医療専門課程）の称号を授与する。 

２ 前条の規定により，教育・社会福祉専門課程介護福祉学科を修了した者には，専門士

（教育・社会福祉専門課程）の称号を授与する。 

 

第５章 科目等履修生及び研究生 

（科目等履修生） 

第 23 条 本校において開設する授業科目に対し，本校生徒以外の者から特定の科目につい

て履修申請があった場合には，本校の教育に支障がない限り，選考の上，科目等履修生

として当該科目の履修を許可することができる。 

２ その他科目等履修生に関する事項は別に定める。 

（研究生） 



                     4 

第 24 条 本校において，特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは，

本校の教育研究に支障のない場合に限り，選考のうえ，研究生として入学を許可するこ

とができる。 

２ その他研究生に関する事項は別に定める。 

 

第６章 賞 罰 

（褒 章） 

第 25 条 成績優秀にして他の模範となる者については，褒賞することができる。 

（懲 戒） 

第 26 条 校長は，本校の規則に違反したり，本校の生徒としての本分に反する行為があっ

た場合等において，教育上必要と認められる場合には，生徒に対し懲戒を加えることが

できる。 

２ 前項に規定する懲戒の種類は，退学・停学及び訓告とする。 

３ 前項に規定する退学は，次に該当する者に対して行う。 

（1）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（2）学力劣等で成績の見込みがないと認められる者 

（3）正当な理由がなくて出席が常でない者 

（4）本校の秩序を乱し，その他生徒としての本分に違反した者 

 

第７章  入学金及び授業料等 

（納付金） 

第 27 条 本校の入学検定料，入学金，授業料，実習費及び施設費は，次のとおりとする。 

内  訳 救急救命学科 理学療法学科 作業療法学科 介護福祉学科 

入学検定料 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 

入 学 金 200,000 円 290,000 円 290,000 円 180,000 円 

授業料(年額) 780,000 円 880,000 円 880,000 円 590,000 円 

実習費(年額) 250,000 円 250,000 円 250,000 円 60,000 円 

施設費(年額) 200,000 円 200,000 円 200,000 円 200,000 円 

（授業料の納付） 

第 28 条 授業料その他の納付金は，所定の期日までに納入しなければならない。 

（授業料等の返還） 

第 29 条 既に納入した納付金は，返還しない。ただし，必要と認められる事由があり，校

長がこれを許可した場合は，この限りではない。 

２ 停学を命じられた者についても同様とする。 

（休学者の授業料） 

第 30 条 休学する者に対しては，休学期間中の授業料は徴収しない。 

（除 籍） 

第 31 条 授業料その他の納付金を 3 ヶ月以上滞納した者は除籍することができる。 

 

第８章 寄宿舎等 

（寄宿舎，健康診断） 

第 32 条 本校は，寄宿舎として学生寮を設置する。なお，学生寮に関する事項は別に定め

る。 

２ 学校保健安全法第１３条の規定に基づき，健康診断を毎年１回，別に定めるところに
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より実施する。 

 

第９章 附帯教育事業 

 (附帯教育事業) 

第33条 附帯教育事業として次のとおり別科を設置する。 

科  名 修 業 期 間 授 業 時 数 総 定 員 備  考 

ＩＴ基礎演習科 ３ヶ月 ３０６時間 ２０名  

２ 別科の入学金，授業料，教育課程その他必要な事項は，別に定める。 

 

第 10 章 雑  則 

（施行細則） 

第 34 条 この学則の施行についての細則は，別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この学則は，平成１９年４月１日より施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成２０年４月１日より施行する。 

     附 則 

１ この学則は，平成２1 年４月１日より施行する。 

     附 則 

１ この学則は，平成２1 年１０月１日より施行する。 

附  則 

１ この学則は，平成２２年４月１日より施行する。ただし，改正後の別表第１，別

表第２に規定する教育課程及び授業時数等，及び第８条第２項に規定する卒業まで

に履修させる授業時数について，平成２２年３月３１日以前から引き続き在学して

いる者については，従前のとおりとする。 

   附  則 

１ この学則は，平成２４年４月１日より施行する。 

   附  則 

１ この学則は，平成２５年４月１日より施行する。 

   附  則 

１ この学則は，平成２６年４月１日より施行する。ただし，改正後の別表第１，別表

第２に規定する教育・社会福祉専門課程介護福祉学科に関し、教育課程及び授業時

数等，及び第８条第２項に規定する卒業までに履修させる授業時数について，平成

２６年３月３１日以前から引き続き在学している者については，従前のとおりとす

る。 
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前期 後期 前期 後期 前期 後期

基礎数学 必修 1 15 15

情報科学 必修 2 30 30

運動科学 必修 2 30 30

運動科学実習 必修 1 30 30

生命倫理学 必修 1 15 15

心理学入門 必修 1 15 15

教育学 必修 1 15 15

英語会話 必修 2 30 30

医学英語 必修 1 15 15

公務員試験対策講座Ⅰ 必修 4 60 60

公務員試験対策講座Ⅱ 必修 4 60 60

20 315 180 15 0 60 60 0

解剖学 必修 2 30 30

生理学 必修 2 30 30

生化学 必修 1 15 15

小　計（４） 5 75 75 0 0 0 0 0

検査学 必修 1 15 15

病理学 必修 2 30 30

薬理学 必修 2 30 30

感染症学 必修 1 15 15

小　計（４） 6 90 0 0 60 30 0 0

公衆衛生学 必修 1 15 15

保健医療福祉概論 必修 1 15 15

小　計（２） 2 30 0 30 0 0 0 0

13 195 75 30 60 30 0 0

救急医学概論Ⅰ 必修 2 60 60

救急医学概論Ⅱ 必修 2 60 60

救急医学概論Ⅲ 必修 2 60 60

救急医学特論 必修 2 60 60

小　計（６） 8 240 60 120 0 0 0 60

救急症候・病態生理学Ⅰ 必修 2 60 60

救急症候・病態生理学Ⅱ 必修 1 30 30

救急症候・病態生理学Ⅲ 必修 2 60 60

救急症候・病態生理学Ⅳ 必修 2 60 60

救急症候・病態生理学特論 必修 2 60 60

小　計（７） 9 270 0 90 60 60 0 60

内部障害学 必修 1 15 15

発達障害学 必修 1 15 15

精神障害学 必修 1 15 15

骨関節障害学 必修 1 15 15

神経筋障害学 必修 1 15 15

疾病救急医学特論 必修 4 60 60

小　計（８） 9 135 0 0 135 0 0 0

外傷救急医学Ⅰ 必修 2 60 60

外傷救急医学Ⅱ 必修 1 30 30

外傷救急医学Ⅲ 必修 1 30 30

外傷救急医学特論 必修 2 60 60

小　計（４） 6 180 0 60 30 30 0 60
環境障害・急性中毒学（１） 環境傷害・急性中毒学 必修 1 30 30

小　計（１） 1 30 0 0 0 30 0 0

基礎演習 必修 1 45 45

応急処置Ⅰ 必修 2 90 90

応急処置Ⅱ 必修 2 90 90

救急救命処置Ⅰ 必修 2 90 90

救急救命処置Ⅱ 必修 2 90 90

救急車同乗見学実習 必修 1 45 45

救急車同乗体験実習 必修 1 45 45

救急車シミュレーション実習 必修 3 135 135

臨床見学実習 必修 2 90 90

臨床体験実習 必修 3 135 135

総合シミュレーション実習Ⅰ 必修 2 90 90

総合シミュレーション実習Ⅱ 必修 2 90 90

総合シミュレーション実習Ⅲ 必修 2 90 90

小　計（２５） 25 1125 135 135 90 225 315 225

58 1980 195 405 315 345 315 405

91 2490 450 450 375 435 375 405

（　）は指定規則で定められた単位数講義1単位　基礎分野、専門基礎　15時間　専門分野　30時間

分野 教育内容

授業科目及び授業時間数・単位数

必修・
選択

１学年 ２学年 ３学年
授業科目

講義
単位

時間

救急症候・病態生理
学（８）

疾病救急医学（８）

外傷救急医学（４）

基礎分野小計（８）

専
門
基
礎
分
野

人体の構造と機能
（４）

疾病の成り立ちと
回復の課程

（４）

健康と社会保障
（２）

780

別表１（平成２７年４月１日～）

医療専門課程 救急救命学科（昼間3年制） 国際医療福祉専門学校七尾校

科学的思考の基礎

人間と人間生活
（８）

基
礎
分
野

学年合計 900 810

臨地実習（２５）

専門分野小計（５１）

総　合　計（６９）

専門基礎分野小計（１０）

専
門
分
野

救急医学概論（６)
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
基礎数学 必修 1 15 15
生命倫理学 必修 1 15 15
ボランティア論 必修 1 15 15
人間関係論 必修 1 15 15
心理学入門 必修 1 15 15
教育学 必修 1 15 15
英語会話 必修 2 30 30
医学英語 必修 1 15 15
情報科学 必修 2 30 30
運動科学 必修 2 30 30
運動科学実習 必修 1 30 30
公務員試験対策講座 選択 4 60 30 30

18 285 150 75 0 0 0 0
解剖学Ⅰ 必修 4 60 60
解剖学Ⅱ 必修 2 30 30
解剖学実習 必修 2 60 60
生理学 必修 4 60 60
生理学実習 必修 2 60 60
運動学 必修 2 30 30
運動学実習 必修 2 60 60
臨床心理学 必修 2 30 30
人間発達学 必修 1 15 15

21 405 180 195 30 0 0 0
保健医療福祉概論 必修 1 15 15
リハビリテーション概論 必修 1 15 15

2 30 15 15 0 0 0 0
リハビリテーション医学 必修 1 15 15
内部障害学 必修 1 15 15
骨関節障害学 必修 2 30 30
神経筋障害学 必修 2 30 30
発達障害学 必修 1 15 15
病理学 必修 2 30 30
精神障害学 必修 1 15 15
画像診断学 必修 1 15 15
薬理学 必修 1 15 15

12 180 0 0 150 30 0 0
35 615 195 210 180 30 0 0

理学療法学概論 必修 2 15 15
基礎理学療法学 必修 1 30 30
理学療法学セミナーⅠ 必修 2 60 60
理学療法学セミナーⅡ 必修 2 60 60
理学療法学セミナーⅢ 必修 3 90 90
理学療法研究法 必修 1 30 30
理学療法研究法演習 必修 2 60 60

小計（6） 13 345 45 60 0 60 0 180
理学療法評価学 必修 2 60 60
理学療法評価学実習 必修 2 60 60
動作分析学 必修 1 30 30

小計（5） 5 150 0 0 90 60 0 0
運動療法学 必修 1 30 30
運動療法学実習 必修 2 60 60
物理療法学 必修 1 30 30
物理療法学実習 必修 2 60 60
義肢装具学 必修 1 30 30
義肢装具学実習 必修 1 30 30
発達障害理学療法学 必修 1 30 30
発達障害理学療法学実習 必修 1 30 30
骨関節障害学理学療法学 必修 1 30 30
骨関節障害理学療法学実習 必修 3 90 90
中枢神経障害理学療法学 必修 1 30 30
中枢神経障害理学療法学実習 必修 3 90 90
内部障害理学療法学 必修 1 30 30
内部障害理学療法学実習 必修 1 30 30
神経筋障害理学療法学 必修 1 30 30
神経筋障害理学療法学実習 必修 2 60 60
日常生活活動学 必修 1 30 30
日常生活活動学演習 必修 1 30 30

25 750 0 120 330 300 0 0
生活環境学 必修 1 15 15
言語聴覚療法学 必修 1 15 15
作業療法学概論 必修 1 15 15
地域理学療法学 必修 1 15 15

4 60 30 0 0 30 0 0
臨床見学実習 必修 1 45 45
臨床評価実習 必修 3 135 135
総合臨床実習Ⅰ 必修 7 315 315
総合臨床実習Ⅱ 必修 7 315 315

18 810 0 45 0 135 315 315
65 2115 75 225 420 585 315 495
118 3015 420 510 600 615 315 495

（　）は指定規則で定められた単位数

別表１（平成２７年４月１

基　礎　分　野　小　計（１４）

小　　　　　　　　　計（１２）

科学的思考の基盤・
人間生活
（１４）

基礎
分野

授業科目及び授業時間数・単位数
医療専門課程 理学療法学科（昼間三年制） 国際医療福祉専門学校七尾校

必修・
選択

科　目　名
講義
単位

分野 教育内容 時間 １学年 ２学年 ３学年

専　門　基　礎　分　野

専門
基礎
分野

人体の構造と機能お
よび心身の発達（１

２）

保健医療福祉とリハ
ビリテーションの理

小　　　　　　　　　計（２）

小　　　　　　　　　　計（１２）

疾病と障害の成り立
ちおよび回復過程の

促進（１２）

臨床実習（18）

専門
分野

基礎理学療法学（6）

理学療法評価学（5）

理学療法治療学
（20）

小計（20）

小計（4）

地域理学療法学（4）

小計（18）
専門分野小計（53）

合計（93）
学年合計

講義1単位：15時間または30時間　　演習1単位：30時間　　セミナー・実習1単位：30時間または45時間　　臨床実習1単位：45時間
1215 810930
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前期 後期 前期 後期 前期 後期
基礎数学 必修 1 15 15
倫理学 必修 1 15 15
ボランティア論 必修 1 15 15
人間関係論 必修 1 15 15
心理学入門 必修 1 15 15
教育学 必修 1 15 15
英語会話 必修 2 30 30
医学英語 必修 1 15 15
情報科学 必修 2 30 30
運動科学 必修 2 30 30
運動科学実習 必修 1 30 30
公務員試験対策講座 選択 4 60 30 30

18 285 150 75 0 30 30 0
解剖学Ⅰ 必修 4 60 60
解剖学Ⅱ 必修 2 30 30
解剖学実習 必修 2 60 60
生理学 必修 4 60 60
生理学実習 必修 2 60 60
運動学 必修 2 30 30
運動学実習 必修 2 60 60
臨床心理学 必修 2 30 30
人間発達学 必修 1 15 15

21 405 180 195 30 0 0 0
保健医療福祉概論 必修 1 15 15
リハビリテーション概論 必修 1 15 15

2 30 15 15 0 0 0 0
リハビリテーション医学 必修 1 15 15
内部障害学 必修 1 15 15
骨関節障害学 必修 2 30 30
神経筋障害学 必修 2 30 30
発達障害学 必修 1 15 15
病理学 必修 2 30 30
精神障害学 必修 1 15 15
画像診断学 必修 1 15 15
薬理学 必修 1 15 15

12 180 0 0 150 30 0 0
35 615 195 210 180 30 0 0

作業療法学概論 必修 1 15 15
基礎作業学 必修 2 30 30
基礎作業学実習 必修 3 90 90
作業分析学 必修 1 15 15
作業療法学セミナーⅠ 必修 1 30 30
作業療法学セミナーⅡ 必修 2 60 30 30
作業療法学セミナーⅢ 必修 1 30 30
作業療法研究法 必修 3 45 45
作業療法管理運営学 必修 1 15 15

15 330 45 120 30 45 90 0
身体機能評価学 必修 1 30 30
精神機能評価学 必修 1 30 30
身体機能評価学演習Ⅰ 必修 1 30 30
身体機能評価学演習Ⅱ 必修 1 30 30
身体機能評価学演習Ⅲ 必修 1 30 30
精神機能評価学演習 必修 1 30 30
コミュニケーション演習 必修 1 30 30

7 210 0 30 90 90 0 0
義肢装具学 必修 1 30 30
義肢装具学演習 必修 1 30 30
発達作業療法学 必修 1 30 30
発達作業療法学実習 必修 2 60 60
骨関節作業療法学 必修 2 60 60
骨関節作業療法学実習 必修 2 60 60
中枢神経作業療法学 必修 2 60 60
中枢神経作業療法学実習 必修 2 60 60
精神作業療法学 必修 1 30 30
精神作業療法学実習 必修 2 60 60
高齢期作業療法学 必修 1 30 30
高齢期作業療法学実習 必修 2 60 60
高次脳機能作業療法学 必修 1 30 30
高次脳機能作業療法学演習 必修 1 30 30
日常生活活動学 必修 2 60 60
日常生活活動学演習 必修 1 30 30
福祉機器活用学 必修 1 30 30
職業関連活動学 必修 1 30 30

26 780 0 90 300 360 30 0
生活環境学 必修 1 15 15
言語聴覚療法学 必修 1 15 15
理学療法学概論 必修 1 15 15
地域作業療法学 必修 2 30 30

5 75 30 0 0 45 0 0
臨床見学実習 必修 1 45 45
臨床評価実習 必修 3 135 135
総合臨床実習Ⅰ 必修 7 315 315
総合臨床実習Ⅱ 必修 7 315 315

18 810 0 45 0 135 315 315
71 2205 75 285 420 675 435 315
124 3105 420 570 600 735 465 315

（　）は指定規則で定められた単位数

別表１（平成２７年４月１日
授業科目及び授業時間数・単位数

国際医療福祉専門学校七尾校医療専門課程 作業療法学科（昼間三年制）
必修・
選択

基
礎
分
野

科学的思考の基盤・人間
生活

（１４）

１学年 ２学年 ３学年
教育内容 科　目　名

講義
単位

時間分野

専
門
基
礎
分
野

人体の構造と機能および
心身の発達（１２）

小　　　　　　　　　計（２）

小　　　　　　　　　計（１２）
保健医療福祉とリハビリ
テーションの理念（２）

基　礎　分　野　小　計（１４）

専　門　基　礎　分　野　小　計（２６）

疾病と障害の成り立ちお
よび回復過程の促進（１

２）

小　　　　　　　　　　計（１２）

専
門
分
野

基礎作業療法学（６）

小　　　　　　　　計（６）

作業療法評価学（５）

小　　　　　　　　計（５）

小　　　　　　　　　計（２０）

地域作業療法学（４）

専　門　分　野　小　計（５３）
合　　　　　　　　　　計（９３）

学　　年　　合　　計 990 1335 780

小　　　　　　　　　　計（４）

臨床実習
（１８）

小　　　　　　　　　計（１８）

講義1単位：15時間または30時間　　演習1単位：30時間　　セミナー・実習1単位：30時間または45時間　　臨床実習1単位：45時間
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前期 後期 前期 後期

人間の尊厳と自立（30） 介 護 倫 理 必 修 2 30 30

2 30 30 0 0 0

人 間 関 係 論 必 修 1 15 15

コミュニケーション 技術 概論 必 修 1 15 15

2 30 30 0 0 0

保 健 医 療 福 祉 概 論 必 修 2 30 30

生 活 と 福 祉 必 修 1 15 15

社 会 保 障 制 度 論 必 修 1 15 15

4 60 30 0 15 15

運 動 科 学 選 択 必 修 2 30 30

ボ ラ ン テ ィ ア 論 選 択 必 修 1 15 15

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 概 論 選 択 必 修 1 15 15

情 報 科 学 選 択 必 修 2 30 30

福 祉 住 環 境 論 選 択 必 修 2 30 15 15

8 120 75 15 15 15

16 240 165 15 30 30

介 護 の 基 本 Ⅰ 必 修 4 60 60

介 護 の 基 本 Ⅱ 必 修 4 60 60

介 護 の 基 本 Ⅲ 必 修 4 60 60

12 180 60 60 0 60

コミュニケーション 技術 論Ⅰ 必 修 1 30 30

コミュニケーション 技術 論Ⅱ 必 修 1 30 30

2 60 30 30 0 0
生 活 支 援 技 術 論 Ⅰ （ 生 活 支 援 と 環 境 ） 必 修 2 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅰ 演 習 （ 生 活 支 援 と 環 境 ） 必 修 1 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅱ ( 身 支 度 と 移 動 ・ 移 乗 ） 必 修 2 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅱ 演 習 ( 身 支 度 と 移 動 ・ 移 乗 ） 必 修 1 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅲ （ 食 事 ・ 家 事 介 護 ） 必 修 2 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅲ 演 習 （ 食 事 ・ 家 事 介 護 ） 必 修 1 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅳ （ 排 泄 、 入 浴 清 潔 保 持 ） 必 修 2 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅳ 演 習 （ 排 泄 、 入 浴 清 潔 保 持 ） 必 修 1 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅴ （ 睡 眠 、 終 末 期 の 介 護 ） 必 修 2 30 30
生 活 支 援 技 術 論 Ⅴ 演 習 （ 睡 眠 、 終 末 期 の 介 護 ） 必 修 1 30 30

15 300 120 120 60 0

介 護 過 程 論 Ⅰ 必 修 2 30 30

介 護 過 程 論 Ⅱ 必 修 2 30 30

介 護 過 程 論 Ⅲ 必 修 2 30 30

介 護 過 程 論 Ⅳ 必 修 2 30 30

介 護 過 程 論 Ⅴ 必 修 2 30 30

10 150 30 60 30 30

介 護 総 合 演 習 Ⅰ 必 修 2 60 30 30

介 護 総 合 演 習 Ⅱ 必 修 2 60 30 30

4 120 30 30 30 30

基 礎 実 習 Ⅰ 必 修 1 45 45

基 礎 実 習 Ⅱ 必 修 2 90 90

総 合 実 習 Ⅰ 必 修 2 90 90

総 合 実 習 Ⅱ 必 修 5 225 225

10 450 45 90 90 225

53 1260 315 390 210 345

発 達 と 老 化 の 理 解 Ⅰ 必 修 2 30 30

発 達 と 老 化 の 理 解 Ⅱ 必 修 2 30 30

4 60 0 0 60 0

認 知 症 の 理 解 Ⅰ 必 修 2 30 30

認 知 症 の 理 解 Ⅱ 必 修 2 30 30

4 60 0 30 30 0

障 害 の 理 解 Ⅰ ( 身 体 障 害 ） 必 修 2 30 30

障害の理解Ⅱ(知的・精神障害） 必 修 2 30 30

4 60 0 30 30 0

こ こ ろ と か ら だ の し く み Ⅰ 必 修 2 30 30

こ こ ろ と か ら だ の し く み Ⅱ 必 修 3 45 45

こ こ ろ と か ら だ の し く み Ⅲ 必 修 2 30 30

心 理 学 入 門 必 修 1 15 15

8 120 45 45 0 30

20 300 45 105 120 30

医療的ケア論Ⅰ 必 修 3 45 45

医療的ケア論Ⅱ 必 修 1 30 30

4 75 0 0 45 30

525 510 405 435

合計

別表第1（平成26年4月1日～）

第1学年

人間と社会領域小計

小計

小計

選択科目（120）

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（昼間2年制）

人間と社会

人間関係とコミュニケーション(30)

小計

社会の理解（60）

教育内容
（指定規則）

小計

授業科目
必修・選

択
単位 時間

1875

介護総合演習（120）

小計

介護実習（450）

第２学年

介護領域小計

こころとからだ
のしくみ

発達と老化の理解（60）

小計

小計

生活支援技術（300）

小計

介護過程（150）

小計

小計

認知症の理解（60）

小計

障害の理解（60）

小計

こころとからだのしくみ(120)

授業科目及び授業時間数・単位数

介護

介護の基本（180）

小計

コミュニケーション技術（60）

国際医療福祉専門学校七尾校

1035 840

講義1単位：15時間（専門科目30時間）　演習1単位：30時間　　実習1単位：45時間（介護実習1単位：45時間）

小計

こころとからだのしくみ領域小計

医療的ケア 医療的ケア（50）

医療的ケア領域小計

93
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物理学 15 (1)
生物学 15 (1)
心理学入門 15 (1)
教育学 15 (1)
英語会話 30 (2)
医学英語 15 (1)
情報科学 30 (2)
運動科学 30 (2)
運動科学実習 45 (1)

物理学 15 (1)
生物学 15 (1)
ボランティア論 15 (1)
人間関係論 15 (1)
心理学入門 15 (1)
教育学 15 (1)
英語会話 30 (2)
医学英語 15 (1)
情報科学 30 (2)
運動科学 30 (2)
運動科学実習 45 (1)

物理学 15 (1)
生物学 15 (1)
ボランティア論 15 (1)
人間関係論 15 (1)
心理学入門 15 (1)
教育学 15 (1)
英語会話 30 (2)
医学英語 15 (1)
情報科学 30 (2)
運動科学 30 (2)
運動科学実習 45 (1)

介護倫理 30 (2)
人間関係論 15 (1)
コミュニケーション技術概論 15 (1)
保健医療福祉概論 30 (2)
生活と福祉 15 (1)
社会保障制度論 15 (1)
運動科学 30 (2)
ボランティア論 15 (1)
リハビリテーション概論 15 (1)
情報科学 30 (2)
福祉住環境論 30 (2)

基礎分野

別表第２（平成26年4月1日～）

医療専門課程　救急救命学科

分野 履修科目名
本校において履修したとみ
なす授業時数（単位数）

基礎分野

分野 履修科目名

医療専門課程　理学療法学科
本校において履修したとみ
なす授業時数（単位数）

医療専門課程　作業療法学科

分野 履修科目名
本校において履修したとみ
なす授業時数（単位数）

基礎分野

教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科

領域 履修科目名
本校において履修したとみ
なす授業時数（単位数）

人間と社
会

 


